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判例研究

社
会
法
判
例
研
究
（
第
三
七
回
）

社
会
法
判
例
研
究
会

　
長
期
出
張
中
の
新
聞
記
者
の
死
亡
に
つ
き
、
業
務
起
因
性
が
憎
め

ら
れ
た
例

i
中
央
労
基
署
長
（
ス
ポ
ー
ツ
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
社
）
事
件

東
京
地
裁
・
平
成
一
四
年
二
月
二
七
日
判
決
（
確
定
）
出
産
八
二

五
号
三
二
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
永
　
理
　
士

【
事
実
の
概
要
】

一
　
亡
A
は
、
昭
和
四
七
年
四
月
一
日
訴
外
会
社
に
入
社
し
、
競
馬

担
当
記
者
と
な
っ
た
。
主
要
業
務
内
容
は
、
訴
外
会
社
発
行
の
ス

　
ポ
ー
ツ
紙
用
の
競
馬
予
想
記
事
の
取
材
と
執
筆
で
あ
る
。
訴
停
会

　
社
で
は
、
各
地
の
競
馬
場
で
行
わ
れ
る
中
央
競
馬
会
主
催
の
夏
競

　
馬
に
つ
い
て
は
、
取
材
と
記
事
執
筆
は
当
該
開
催
地
に
競
馬
担
当

　
記
者
が
交
代
で
長
期
出
張
し
て
行
う
も
の
と
さ
れ
、
亡
A
の
死
亡

　
一
年
前
の
昭
和
六
〇
年
七
月
二
五
日
分
ら
同
六
一
年
七
月
二
四
日

　
ま
で
の
勤
務
日
数
二
八
○
日
の
う
ち
、
一
六
〇
日
（
一
年
の
勤
務

　
日
数
の
約
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
出
張
で
あ
っ
た
。
亡
A
の
所
定

労
働
時
間
は
、
火
曜
日
か
ら
木
曜
日
ま
で
は
九
時
間
三
〇
分
、
金

　
曜
日
及
び
土
曜
日
は
五
時
間
三
〇
分
、
日
曜
日
は
七
時
間
三
〇
分
、

　
所
定
休
日
は
、
四
週
を
通
じ
四
日
以
上
、
年
間
七
八
日
で
あ
っ
た
。

二
　
亡
A
は
、
第
二
回
札
幌
競
馬
及
び
牧
場
取
材
の
た
め
、
昭
和
六

　
一
年
六
月
二
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
八
日
ま
で
三
三
泊
三
四
日
の

　
予
定
で
北
海
道
に
単
独
出
張
し
た
。
取
材
出
張
中
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

　
ル
は
、
月
曜
日
が
公
休
日
、
火
曜
日
か
ら
木
曜
日
が
早
朝
取
材
、

金
曜
日
か
ら
日
曜
日
が
午
前
中
の
比
較
的
遅
い
時
間
か
ら
の
競
馬

場
に
お
い
て
の
取
材
で
あ
っ
た
。
死
亡
前
一
週
間
の
勤
務
状
況
は
、

早
朝
か
ら
の
勤
務
が
二
日
間
、
午
前
中
の
比
較
的
遅
い
時
間
か
ら

　
の
出
勤
が
三
日
間
、
午
後
か
ら
の
出
勤
が
二
日
間
で
あ
っ
た
。
な

　
お
、
同
月
二
二
日
に
は
訴
外
会
社
の
指
示
に
よ
り
高
校
野
球
の
試

合
を
四
時
間
取
材
し
て
お
り
、
二
四
日
に
は
「
札
幌
三
歳
ス
テ
ー

　
ク
ス
フ
ェ
ア
」
に
訴
外
会
社
の
担
当
記
者
と
し
て
出
演
参
加
し
て

　
い
る
。
同
年
六
月
三
〇
日
か
ら
死
亡
前
日
の
七
月
二
四
日
ま
で
の

亡
A
の
原
稿
執
筆
量
の
合
計
は
、
亡
A
が
執
筆
し
た
か
争
い
の
あ

　
る
部
分
も
含
め
る
と
、
再
誕
で
合
計
六
九
九
一
行
、
一
日
当
た
り

平
均
約
二
八
○
行
で
あ
り
、
死
亡
前
一
週
間
の
原
稿
合
計
量
は
二

三
二
九
行
、
一
日
当
た
り
平
均
約
三
三
三
行
で
あ
る
。
他
社
の
札

幌
競
馬
の
取
材
体
制
は
、
N
社
が
月
影
（
う
ち
カ
メ
ラ
マ
ン
一
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名
）
、
H
社
、
S
社
が
各
二
名
で
あ
り
、
T
社
と
訴
外
会
社
が
各

　
一
名
で
あ
っ
た
が
、
T
社
で
は
、
写
真
撮
影
は
専
門
カ
メ
ラ
マ
ン

　
に
外
注
し
て
い
た
。
出
張
期
間
は
、
N
社
が
四
週
間
、
H
社
が
二
、

　
三
週
間
、
T
社
が
一
〇
日
程
度
で
あ
る
。
同
年
七
月
一
九
日
か
ら

　
同
月
二
五
日
ま
で
の
各
ス
ポ
ー
ツ
紙
の
北
海
道
競
馬
に
関
す
る
記

　
事
量
は
、
一
日
当
た
り
の
平
均
で
、
T
社
が
約
一
二
九
行
、
S
社

　
が
約
六
二
行
、
H
社
が
約
九
七
行
で
あ
る
。

三
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
亡
A
は
同
年
七
月
二
五
日
、
出
張
先

　
の
ホ
テ
ル
で
急
性
心
不
全
の
た
め
死
亡
し
た
（
当
時
三
八
歳
）
。

　
亡
A
の
妻
で
あ
る
原
告
X
は
、
亡
A
の
死
亡
は
業
務
に
起
因
し
た

　
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
労
災
保
険
法
に
よ
り
遺
族
補
償
給
付
及
び

　
葬
祭
料
の
支
給
を
請
求
し
た
が
、
被
告
Y
（
中
央
労
基
署
長
）
は

　
平
成
二
年
一
月
一
七
日
付
け
で
、
不
支
給
処
分
（
以
下
「
本
件
処

　
分
」
）
を
し
た
。
そ
こ
で
X
は
、
審
査
請
求
お
よ
び
再
審
査
請
求

　
を
し
た
が
、
い
ず
れ
も
請
求
を
棄
却
す
る
旨
の
裁
決
を
受
け
た
。

本
件
は
、
X
が
本
件
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

【
判
旨
】
　
請
求
認
容

一
　
因
果
関
係
の
判
断
の
あ
り
方

1
　
「
労
災
保
険
法
の
関
係
規
定
（
…
…
）
か
ら
す
れ
ば
、
労
災
保

　
険
法
の
定
め
る
労
災
補
償
制
度
は
、
使
用
者
が
労
働
者
を
そ
の
指

　
揮
監
督
の
下
に
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
過
程

　
に
お
い
て
業
務
に
内
在
す
る
各
種
の
危
険
に
労
働
者
が
遭
遇
す
る

　
こ
と
が
不
可
避
的
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
労
働
者
保
護
の
見
地
か

　
ら
、
使
用
者
の
過
失
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
危
険
が
現
実

　
化
し
て
疾
病
等
の
災
害
が
発
生
し
た
以
上
、
そ
の
災
害
に
よ
っ
て

　
労
働
者
が
受
け
た
損
害
は
使
用
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

　
使
用
者
に
対
し
労
働
力
の
殿
損
に
対
す
る
損
失
て
ん
補
を
行
わ
せ

　
る
こ
と
が
衡
平
に
か
な
う
と
し
て
、
そ
の
補
償
義
務
を
課
し
た
も

　
の
と
解
さ
れ
る
。
」

2
　
「
こ
の
よ
う
な
労
災
保
険
法
の
立
法
目
的
、
労
災
補
償
の
趣
旨

　
か
ら
し
て
、
労
働
者
に
生
じ
た
疾
病
等
が
業
務
上
の
疾
病
等
で
あ

　
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
法
的
に
み
て
業
務
に
内
在
す
る
危
険
が

　
現
実
化
し
た
と
い
え
る
ほ
ど
の
関
係
、
す
な
わ
ち
労
災
補
償
を
認

　
め
る
の
を
相
当
と
す
る
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
業
務

　
と
疾
病
等
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
解

　
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

3
　
「
労
災
保
険
法
上
の
相
当
因
果
関
係
の
有
無
は
…
…
当
該
労
働
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者
の
業
務
の
内
容
・
性
質
、
作
業
環
境
、
業
務
に
従
事
し
た
期
間

等
の
労
働
状
況
、
当
該
労
働
者
の
疾
病
発
症
前
の
健
康
状
況
、
発

症
の
経
緯
、
発
症
し
た
症
状
の
推
移
と
業
務
と
の
対
応
関
係
、
業

務
以
外
の
当
該
疾
病
を
発
症
さ
せ
る
原
因
の
有
無
及
び
そ
の
程
度

等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
経
験
則
上
、
業
務
に

内
在
す
る
危
険
が
現
実
化
し
た
と
い
え
る
ほ
ど
の
関
係
が
あ
る
と

い
え
る
か
に
よ
り
決
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

二
　
亡
A
の
死
因

1
　
「
亡
A
の
死
亡
時
の
状
況
は
、
痛
み
を
感
じ
た
よ
う
に
は
み
え

　
な
い
か
ら
、
心
筋
梗
塞
の
可
能
性
は
低
く
、
重
症
の
致
死
的
不
整

　
脈
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
」
り
、
そ
の
原
因
は
「
特
発
性
心

室
細
動
で
あ
る
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

2
　
被
告
は
、
亡
A
の
死
因
は
ブ
ル
ガ
ダ
症
候
群
〔
遺
伝
子
レ
ベ
ル

　
の
異
常
が
原
因
と
さ
れ
る
〕
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
「
亡
A
の

　
特
発
性
心
室
細
動
が
ブ
ル
ガ
ダ
症
候
群
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

　
て
は
…
…
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」

三
　
亡
A
の
死
亡
の
業
務
起
因
性

1
　
「
亡
A
が
過
労
の
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
誘

　
因
と
な
っ
て
亡
A
に
心
室
細
動
を
引
き
起
こ
し
、
致
死
的
不
整
脈

　
を
も
た
ら
し
て
急
性
心
不
全
で
死
亡
に
至
っ
た
高
度
の
蓋
然
性
を

　
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

2
　
「
競
馬
担
当
記
者
と
し
て
の
亡
A
の
業
務
は
、
著
し
く
出
張
業

　
務
が
多
く
、
そ
の
期
間
も
一
か
月
を
超
え
る
こ
と
が
度
々
あ
る
こ

　
と
、
出
張
時
は
、
追
い
切
り
調
教
を
取
材
す
る
時
は
早
朝
午
前
五

　
時
こ
ろ
に
起
床
せ
ざ
る
を
得
な
い
な
ど
、
職
務
時
間
が
変
則
的
で

　
あ
る
し
、
注
目
馬
の
動
向
も
注
視
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

　
と
、
取
材
対
象
、
取
材
内
容
、
取
材
場
所
が
ほ
ぼ
特
定
さ
れ
て
い

　
る
と
は
い
え
、
初
対
面
の
人
に
も
取
材
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

　
と
、
出
張
時
の
宿
泊
先
は
寮
の
相
部
屋
か
ホ
テ
ル
で
の
長
期
の
一

　
人
暮
ら
し
で
あ
っ
て
、
自
宅
と
は
環
境
を
大
い
に
異
に
す
る
こ
と

　
か
ら
す
る
と
…
…
精
神
的
、
肉
体
的
に
相
当
負
担
の
あ
る
業
務
で

　
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

3
　
「
さ
ら
に
、
亡
A
の
執
筆
量
に
つ
い
て
は
…
…
他
社
の
記
者
の

　
期
間
や
取
材
等
に
当
た
る
人
数
、
執
筆
量
に
比
べ
、
亡
A
が
相
当

負
担
の
あ
る
業
務
に
従
事
し
て
い
た
と
認
め
る
に
足
り
る
も
の
で

　
あ
る
。
」

4
　
「
単
独
取
材
は
、
代
わ
り
の
者
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
亡
A
に

　
は
、
取
材
、
執
筆
、
送
稿
を
滞
ら
せ
な
い
た
め
の
精
神
的
な
緊
張

　
感
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」

5
　
〔
亡
A
の
労
働
時
間
の
〕
「
具
体
的
時
間
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
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を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
が
…
…
亡
A
は
、
前
記
労
働
時

　
間
を
相
当
程
度
上
回
る
時
間
、
記
事
の
執
筆
等
の
業
務
に
従
事
し

　
て
い
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

6
　
「
亡
A
に
は
、
心
臓
疾
患
に
関
係
す
る
既
往
症
、
基
礎
疾
病
、

　
器
質
的
疾
患
等
を
窺
わ
せ
る
資
料
は
な
く
、
虚
血
性
心
疾
患
の
危

　
険
因
子
の
一
つ
と
さ
れ
る
飲
酒
、
喫
煙
に
つ
い
て
は
、
飲
酒
量
は

　
少
な
く
、
喫
煙
も
過
度
と
ま
で
は
い
え
な
い
」

7
　
「
諸
般
の
事
情
を
総
合
す
る
と
、
亡
A
の
急
性
心
不
全
の
直
接

　
の
原
因
と
推
認
さ
れ
る
特
発
性
心
室
細
動
は
、
仮
に
亡
A
の
心
臓

　
に
何
ら
か
の
素
因
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
自
然
的
経
過
を
超
え

　
て
進
行
増
悪
し
て
発
症
し
た
も
の
で
あ
り
、
亡
A
の
過
重
な
業
務

　
が
誘
因
と
な
っ
て
発
症
し
た
も
の
で
、
亡
A
の
死
亡
と
業
務
と
の

　
間
に
は
、
経
験
則
上
、
業
務
に
内
在
す
る
危
険
が
現
実
化
し
た
も

　
の
と
し
て
、
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で

　
あ
る
。
」

8
　
「
亡
A
の
発
症
前
一
週
間
以
内
の
業
務
は
日
常
業
務
を
相
当
程

　
度
超
え
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
れ
よ
り
前
の

　
業
務
も
過
重
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
，
か
ら
、
亡
A
の
死

　
亡
の
業
務
起
因
性
に
つ
い
て
は
、
本
件
認
定
基
準
〔
昭
和
六
二
年

　
一
〇
月
二
六
日
蘭
越
第
六
二
〇
号
、
平
成
七
年
二
月
一
日
歯
跡
第

　
三
八
号
、
平
成
八
年
一
月
二
二
日
基
発
第
三
〇
号
等
〕
に
照
ら
し

て
も
、
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

四
　
結
論

　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
亡
A
の
死
亡
は
、
亡
A
の
従
事
し
た
業
務
に

起
因
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
業
務
上
の
死
亡

と
認
め
な
か
っ
た
本
件
処
分
は
違
法
で
あ
る
。
」

【
検
討
】
　
結
論
賛
成
、
一
部
疑
聞

一
　
本
判
決
の
位
置
付
け

　
本
件
は
、
長
期
出
張
中
の
心
臓
疾
患
に
よ
る
死
亡
が
業
務
上
の
も

の
で
あ
る
か
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
出
張
中
の
新
聞
記
者
に
対
し

て
労
災
認
定
が
な
さ
れ
た
初
め
て
の
事
例
で
あ
り
、
新
聞
記
者
と
い

う
特
殊
な
業
務
に
対
し
て
、
従
来
の
判
例
法
理
や
認
定
基
準
を
適
用

し
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
本
件
は
業
務
内
容
の
特
殊
性
（
新
聞
記

者
の
業
務
に
は
か
な
り
の
裁
量
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
出
張
が
著
し

く
多
く
、
死
亡
前
一
年
間
で
は
勤
務
日
数
の
五
七
％
が
出
張
で
あ
る

こ
と
等
）
が
労
災
認
定
基
準
に
与
え
る
影
響
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ

り
、
多
様
な
勤
務
形
態
が
普
及
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
労
災
認
定
基
準

を
再
検
討
す
る
一
例
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
脳
・
心
臓
疾
患
は
個
人
の
基
礎
疾
患
（
遺
伝
的
要
因
や
高
血
圧
等
）

な
ど
の
業
務
外
の
様
々
な
要
因
が
関
係
す
る
た
め
、
そ
れ
が
業
務
上
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の
疾
患
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
労
基
法
施
行
規
則
三
五
条
別
表

第
一
の
二
第
九
号
の
「
そ
の
他
業
務
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な

疾
病
」
に
該
当
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
判
旨
（
一
2
、
一

3
）
は
「
労
働
者
に
生
じ
た
疾
病
等
が
業
務
上
の
疾
病
等
で
あ
る
と

い
え
る
た
め
に
は
、
法
的
に
み
て
業
務
に
内
在
す
る
危
険
が
現
実
化

し
た
と
い
え
る
ほ
ど
の
関
係
、
す
な
わ
ち
労
災
補
償
を
認
め
る
の
を

相
当
と
す
る
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
「
労

働
者
に
生
じ
た
疾
病
が
業
務
上
の
疾
病
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、

業
務
と
疾
病
等
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
」
と

し
た
。
ま
た
、
相
当
因
果
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
は
「
そ
の
判
断
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

当
た
っ
て
は
業
務
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
判
断
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
行
政
解
釈
の
立
場
で
あ
る
相
対

的
有
力
原
因
説
（
業
務
の
影
響
が
他
の
要
因
よ
り
も
相
対
的
に
有
力

な
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
説
）
に
と
ら
わ
れ
ず
、
過
重

な
業
務
か
否
か
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
直
接
的
に
業
務
と
発
症
と
間

の
因
果
関
係
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
総
合
的
か
つ

柔
軟
に
相
当
因
果
関
係
の
有
無
を
認
定
す
る
傾
向
は
、
労
災
認
定
に

厳
格
で
あ
っ
た
行
政
通
達
へ
の
批
判
と
さ
れ
、
以
前
か
ら
ほ
ぼ
判
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

法
理
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
横
浜
南
労
基
署
長
（
東

京
海
上
横
浜
支
店
）
事
件
（
二
一
小
判
平
成
一
二
・
七
・
一
七
労
判

　
　
　
　
　
　
　
　

七
八
五
号
六
頁
）
に
お
い
て
、
相
対
的
有
力
原
因
説
の
不
採
用
が
明

確
化
さ
れ
、
そ
の
立
場
は
定
着
し
た
と
い
え
る
。
本
判
決
も
こ
れ
を

踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
件
の
争
点
は
、
①
業
務
と
疾
病
と
の
因
果
関
係
の
あ
り
方
、
②

亡
A
の
直
接
の
死
因
、
③
亡
A
の
死
亡
が
業
務
上
の
死
亡
と
い
え
る

か
、
の
三
点
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
①
お
よ
び
③
に
焦
点
を
当
て
て

検
討
す
る
。

二
　
相
当
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て

ω
　
本
件
に
お
け
る
判
断
枠
組
み
の
検
討

　
判
旨
は
、
相
当
因
果
関
係
の
有
無
は
「
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に

判
断
し
て
、
経
験
則
上
、
業
務
に
内
在
す
る
危
険
が
具
現
化
し
た
と

い
え
る
ほ
ど
関
係
が
あ
る
か
否
か
」
で
判
断
さ
れ
る
と
し
た
が
、
判

旨
の
結
論
部
分
（
判
旨
三
7
）
は
「
諸
般
の
事
情
を
総
合
す
る
と

…
…
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と

述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
を
等
し
く
評
価
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
い
ず
れ
か
の
要
因
を
重
視
す
る
の
か
を
明
言
し
て
い
な
い
。

判
旨
が
各
要
因
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
を
分
析
し
、
本
件

に
お
け
る
判
断
枠
組
み
を
検
討
し
た
い
。

　
判
旨
一
3
で
検
討
さ
れ
た
「
業
務
等
の
諸
般
の
事
情
」
と
は
、
①

業
務
の
内
容
・
性
質
、
②
作
業
環
境
、
③
業
務
に
従
事
し
た
期
間
等

の
労
働
状
況
、
④
当
該
労
働
者
の
疾
病
発
症
前
の
健
康
状
況
、
⑤
発
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症
の
経
緯
、
⑥
発
症
し
た
症
状
の
推
移
と
業
務
と
の
対
応
関
係
、
⑦

業
務
以
外
の
当
該
疾
病
を
発
症
さ
せ
る
原
因
の
有
無
、
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
要
因
の
判
断
に
つ
い
て
は
判
旨
三
1
～
7
の
通
り
で
あ
る

（
④
、
⑦
と
の
関
係
で
は
判
華
墨
ー
～
2
も
含
ま
れ
る
）
。

　
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
質
的
（
業
務
内
容
的
）
な
業
務
過
重
性
、
お

よ
び
量
的
（
時
間
的
）
な
業
務
過
重
性
の
二
つ
の
視
点
か
ら
分
類
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
件
認
定
事
実
に
沿
っ
て
挙
げ
る
と
、
前

者
に
は
「
出
張
が
頻
繁
に
あ
る
こ
と
」
「
出
張
中
の
変
則
的
な
勤
務

時
間
」
「
出
張
特
有
の
業
務
内
容
」
「
単
独
出
張
で
あ
る
こ
と
」
「
他

社
よ
り
も
多
い
記
事
執
筆
量
」
「
競
馬
取
材
以
外
の
業
務
」
「
特
ダ
ネ

執
筆
に
よ
る
精
神
的
負
担
」
が
該
当
し
、
後
者
に
は
「
出
張
中
の
労

働
時
間
」
が
該
当
す
る
。
記
事
の
執
筆
量
が
後
者
に
分
類
さ
れ
て
い

な
い
の
は
、
単
独
出
張
で
あ
る
の
と
相
ま
っ
て
、
ノ
ル
マ
と
し
て
の

性
格
が
強
い
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
分
類
に
即
し
て
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
事
実
認

定
か
ら
、
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
業
務

の
質
的
過
重
性
を
重
点
的
に
認
定
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
具
体

的
な
労
働
時
間
数
を
認
定
し
て
お
ら
ず
、
量
的
過
重
性
に
つ
い
て
は

さ
ほ
ど
綿
密
な
判
断
を
加
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
結
論
に
お
い
て
相
当
因
果
関
係
は
肯
定
さ
れ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
判
旨
は
、
質
的
な
過
重
性
が
十
分
に
認
定
さ
れ
て

い
れ
ば
、
量
的
な
過
重
性
は
さ
ほ
ど
重
視
せ
ず
と
も
相
当
因
果
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

は
肯
定
さ
れ
う
る
、
と
判
断
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

②
　
行
政
通
達
と
の
比
較

　
と
こ
ろ
で
、
行
政
通
達
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
が
、
最
新
の
行
政
通

達
で
あ
る
「
脳
血
管
疾
患
及
び
虚
血
性
心
疾
患
等
（
負
傷
に
起
因
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
」
（
平
成
＝
二
年
一
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

一
二
日
基
発
第
一
〇
六
三
号
）
で
は
「
労
働
時
間
の
長
さ
は
、
業
務

量
の
大
き
さ
を
示
す
指
標
で
あ
り
、
ま
た
、
過
重
性
の
評
価
の
も
っ

と
も
重
要
な
要
因
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
労
働
時
間
を
重
視
し

て
い
る
と
い
え
る
。
長
期
間
の
過
重
業
務
に
よ
る
疲
労
の
蓄
積
に
つ

い
て
も
「
最
も
重
要
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
労
働
時
間
に
着
目
す
る

と
、
そ
の
時
間
が
長
い
ほ
ど
業
務
の
過
重
性
が
増
す
」
と
し
た
う
え

で
「
発
症
前
一
ヶ
月
問
お
お
む
ね
四
五
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働

が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
業
務
と
発
症
と
の
関
連
性
が
弱
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

し
、
労
働
時
間
重
視
の
方
針
を
貫
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
判
旨

三
5
回
転
亡
A
は
、
前
記
労
働
時
間
を
相
当
程
度
上
回
る
時
間
、
記

事
の
執
筆
等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
述
べ
る
に
留
ま
り
、
具
体
的
な
時
間
数
ま
で
は
認
定
し
て

い
な
い
。
も
っ
と
も
、
判
旨
で
は
平
成
＝
二
年
通
達
は
直
接
引
用
さ

れ
て
い
な
い
が
、
労
働
時
間
数
を
厳
密
に
認
定
し
て
い
な
い
以
上
、

具
体
的
な
時
間
数
に
固
執
し
な
い
方
針
は
推
察
で
き
よ
う
。
本
件
判
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旨
は
通
達
よ
り
も
柔
軟
に
質
的
、
量
的
両
面
か
ら
相
当
因
果
関
係
を

判
断
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
本
件
に
お
け
る
リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー
の
評
価
で
あ
る
が
、

判
旨
二
2
に
お
い
て
、
ブ
ル
ガ
ダ
症
候
群
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
な
い
以
上
、
業
務
以
外
の
要
因
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
、
ま
た
そ
の
他
の
要
因
（
喫
煙
等
）
に
つ
い
て
も
、
軽
爆

三
6
に
お
い
て
業
務
起
因
性
を
否
定
し
う
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
基
労
補
発
三
一
号
（
平
成
＝
二
年
一
二
月
＝
一

日
）
に
お
い
て
「
明
ら
か
に
業
務
以
外
の
原
因
に
よ
り
発
症
し
た
と

認
め
ら
れ
る
場
合
等
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
業
務
起
因
性
が

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
判
断
で
あ

り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
判
旨
、
通
達
と
も
に
同
じ
基
準
を
採
用
し

て
い
る
と
い
え
る
。

㈹
　
本
件
判
断
枠
組
み
の
評
価

　
し
か
し
な
が
ら
、
通
達
に
み
ら
れ
る
労
働
時
間
重
視
傾
向
は
、
基

本
的
に
は
定
型
的
な
業
務
に
お
け
る
判
断
基
準
と
し
て
妥
当
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
定
型
的
な
業
務
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
労
働

時
間
に
よ
っ
て
明
確
に
過
重
性
を
立
証
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
業
務
形
態
に
応
じ
た
柔
軟
な
判
断
を
行
う
た
め
に
は
、
質
的
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
性
と
量
的
過
重
性
の
両
面
か
ら
評
価
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ

の
二
つ
の
要
因
は
等
し
く
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
と

お
り
、
本
件
に
お
い
て
は
量
的
過
重
性
よ
り
も
質
的
過
重
性
に
比
重

が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
新
聞
記
者
業
務
の
よ
う
に
裁
量
性

が
高
い
場
合
に
は
、
労
働
時
間
数
よ
り
も
最
終
的
な
成
果
（
記
事
）

が
業
務
の
評
価
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
や
、
そ
の
裁
量
直
ゆ

え
に
労
働
時
間
を
厳
密
に
認
定
し
に
く
い
こ
と
か
ら
、
判
旨
の
論
理

構
成
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
　
新
聞
記
者
業
務
の
特
殊
性
の
検
討

　
以
上
、
判
旨
の
判
断
枠
組
み
は
基
本
的
に
賛
成
し
う
る
も
の
で
あ

る
が
、
質
的
過
重
性
が
重
視
さ
れ
る
以
上
は
、
そ
の
認
定
は
よ
り
精

緻
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
本
件
心
身
に
お
い
て
十

分
に
そ
れ
が
な
さ
れ
た
か
は
疑
問
が
残
る
。

　
ま
ず
、
判
旨
三
2
に
お
い
て
「
競
馬
担
当
記
者
と
し
て
の
亡
A
の

業
務
は
、
著
し
く
出
張
業
務
が
多
く
…
…
精
神
的
、
肉
体
的
に
相
当

負
担
の
あ
る
業
務
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
出
張

中
の
具
体
的
業
務
状
況
の
み
な
ら
ず
、
出
張
そ
の
も
の
を
過
重
性
の

判
断
基
準
と
し
て
用
い
て
い
る
の
が
疑
問
点
で
あ
る
。
冒
頭
一
で
述

べ
た
よ
う
に
、
本
件
の
特
徴
は
、
新
聞
記
者
の
業
務
に
は
か
な
り
の

裁
量
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
出
張
が
著
し
く
多
く
（
死
亡
前
一
年
間

で
は
勤
務
日
数
の
実
に
五
七
％
が
出
張
）
ま
た
そ
の
期
間
も
一
ヵ
月

以
上
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
判
旨
で
は
そ
れ
ら
新
聞
記
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者
業
務
の
特
殊
性
は
特
に
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
的
な
労
働
者

の
出
張
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
出
張
が
過
重
性
の
判
断
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、

「
出
張
は
非
日
常
業
務
で
あ
っ
て
労
働
者
に
通
常
以
上
の
負
担
が
か

か
る
」
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
聞

記
者
の
業
務
を
考
え
る
に
、
出
張
や
取
材
は
記
事
作
成
と
並
ん
で
こ

の
職
業
の
重
要
か
つ
日
常
的
な
業
務
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、

他
の
職
業
に
比
べ
出
張
や
取
材
は
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、

身
体
的
、
精
神
的
な
負
担
は
相
対
的
に
軽
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
出
張
日
数
は
業
務
過
重
性
判
断
の
視

点
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
事
実
と
し
て
、
死
亡
前
一
年
間
は
勤
務
日
数
の
五
七
％
も

出
張
し
て
い
る
以
上
、
む
し
ろ
出
張
業
務
の
方
が
日
常
業
務
に
近
い

と
も
い
え
、
両
業
務
の
区
別
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
、

判
旨
三
8
に
お
い
て
は
「
亡
A
の
発
症
前
一
週
間
以
内
の
業
務
は
日

常
業
務
を
相
当
程
度
超
え
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
さ

れ
、
出
張
業
務
、
日
常
業
務
と
い
う
二
元
的
な
捉
え
方
が
な
さ
れ
て

お
り
、
や
や
分
析
不
足
の
印
象
を
受
け
る
。
本
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス

で
は
、
あ
え
て
両
業
務
を
区
別
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

四
　
裁
量
労
働
制
に
お
け
る
判
断
基
準
と
の
比
較

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
の
よ
う
な
業
務
形
態
は
、
専
門
業
潮
型
裁
量
労

働
制
が
適
用
さ
れ
う
る
（
労
基
則
二
四
条
の
二
の
二
番
二
項
）
。
そ

こ
で
、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
と
ら
れ
て
い
る
事
例
と
比
較
し

て
、
本
件
の
認
定
基
準
の
あ
り
方
に
つ
き
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
。

　
ま
ず
、
前
述
し
た
新
聞
記
者
業
務
の
特
殊
性
か
ら
、
本
件
は
「
業

務
の
裁
量
性
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制

が
と
ら
れ
て
い
な
い
」
事
例
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

た
め
、
基
本
的
に
は
一
般
の
認
定
基
準
で
カ
バ
ー
さ
れ
た
が
、
業
務

に
お
け
る
裁
量
性
の
高
さ
が
十
分
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

他
方
、
本
件
で
は
「
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
と
ら
れ
て
い
る
」

場
合
に
つ
い
て
は
判
断
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
う
い
つ
だ
枠
組
み

で
認
定
し
て
い
く
の
か
、
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
二
類
型
と
異
な
り
「
業
務
の
裁
量
性
が
さ
ほ
ど
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
と
ら
れ
て
い

る
」
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
裁
判
例
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

は
な
い
も
の
の
㈱
光
文
社
過
労
死
事
件
が
あ
る
。
出
版
物
の
編
集
者

と
い
う
新
聞
記
者
に
比
較
的
業
務
内
容
が
近
い
業
種
で
あ
り
、
裁
量

労
働
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
事
例
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
さ
ほ
ど
裁

量
性
も
な
く
、
ま
た
膨
大
な
時
間
外
労
働
が
行
わ
れ
て
い
た
点
に
特
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徴
が
あ
る
。
同
事
件
の
保
険
給
付
支
給
決
定
（
平
成
一
四
年
五
月
一

五
日
）
で
は
一
般
の
基
準
に
よ
る
労
災
認
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
裁

量
労
働
制
の
採
用
の
有
無
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
業
務
の
実
態

を
重
視
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
本
判
決
お
よ
び
右
事
件
か
ら
「
業
務
の
裁
量
性
が
高
く
、
専
門
業

務
型
裁
量
労
働
制
が
と
ら
れ
て
い
る
」
場
合
に
も
、
一
般
の
判
断
基

準
を
用
い
て
い
く
方
法
も
考
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
専
門

業
務
型
裁
量
労
働
制
の
制
度
趣
旨
や
、
業
務
の
高
い
裁
量
性
ゆ
え
に
、

従
来
と
は
異
な
っ
た
過
重
性
判
断
の
視
点
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
件
は
そ
う
し
た
考
慮
の
契
機
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
も
、
意
義

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
過
去
の
裁
判
例
と
通
達
の
動
向
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
岩

出
誠
「
脳
・
心
臓
疾
患
等
の
労
災
認
定
基
準
改
正
の
与
え
る
影
響
」

　
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
六
九
号
四
七
頁
（
一
九
九
五
）
。

（
2
）
　
判
例
解
説
と
し
て
、
岡
村
親
宜
「
過
労
死
労
災
認
定
と
最
高
裁

判
所
判
例
の
意
義
と
課
題
」
上
扇
七
九
九
号
五
頁
（
二
〇
〇
一
）
。

　
　
ま
た
、
西
宮
労
基
署
長
事
件
（
大
阪
淡
路
交
通
）
．
事
件
（
最
一
小

判
一
二
・
七
・
一
七
雷
管
七
八
六
号
一
四
頁
）
も
同
旨
の
判
例
と
い
え

　
る
。

（
3
）
　
同
旨
の
判
例
と
し
て
、
桐
生
消
防
本
部
事
件
（
東
京
高
判
平
成

　
一
二
・
八
・
九
労
判
八
一
五
号
五
六
頁
）
。
二
四
時
間
隔
日
勤
務
中
に

　
起
こ
っ
た
急
性
心
不
全
に
よ
る
死
亡
に
対
し
て
業
務
起
因
性
が
肯
定

　
さ
れ
た
。

（
4
）
　
基
発
一
〇
六
三
号
の
意
義
と
問
題
点
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、

　
岡
村
親
宜
「
改
正
過
労
死
労
災
認
定
基
準
の
意
義
と
問
題
点
一
二

〇
〇
一
年
一
二
月
一
二
日
付
過
労
性
脳
・
心
臓
疾
患
労
災
認
定
基
準

　
の
検
討
」
労
働
法
律
旬
報
一
五
二
三
号
四
頁
（
二
〇
〇
二
）
。

（
5
）
　
も
っ
と
も
、
基
労
亡
国
三
一
号
（
平
成
＝
二
年
一
二
月
一
二

　
日
）
で
は
「
発
症
前
一
か
月
間
な
い
し
六
か
月
間
に
わ
た
っ
て
、
一

　
か
月
当
た
り
お
お
む
ね
四
五
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
が
認
め
ら

　
れ
な
い
場
合
は
、
疲
労
の
蓄
積
が
生
じ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

　
ら
、
業
務
と
発
症
の
関
連
性
が
弱
い
と
評
価
で
き
る
と
さ
れ
た
も
の

　
で
あ
り
、
一
般
的
に
こ
の
時
間
外
労
働
の
み
か
ら
、
特
に
過
重
な
業

　
務
に
就
労
し
た
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

　
よ
う
な
労
働
時
間
の
実
態
に
あ
っ
て
、
業
務
起
因
性
が
認
め
ら
れ
る

　
た
め
に
は
、
労
働
時
間
以
外
の
負
荷
要
因
に
よ
る
身
体
的
、
精
神
的

負
荷
が
特
に
過
重
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
重
要
と
な
る
も
の
で
あ

　
る
。
」
と
さ
れ
、
四
五
時
間
以
下
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に

業
務
起
因
性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
前
掲
岡
村
論
文
（
注
四
）
二
八
頁
最
上
段
。

（
7
）
　
㈱
光
文
社
過
労
死
事
件
・
被
害
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
　
洋
ε
”
＼
＼
婁
≦
≦
8
一
．
二
戸
ω
o
－
器
梓
・
g
甘
＼
窯
碧
ざ
《
〉
巳
㊦
×
．
ぽ
ヨ

　
　
当
初
（
平
成
＝
一
年
五
月
＝
一
日
）
東
京
中
央
労
基
署
は
、
①

勤
務
時
間
は
長
い
が
業
務
の
密
度
は
疑
問
、
②
長
時
間
勤
務
で
は
あ

る
が
、
同
じ
職
場
の
他
の
編
集
者
と
比
べ
て
特
に
長
い
と
は
言
え
な
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い
、
③
裁
量
労
働
制
の
職
場
な
の
で
自
分
で
勤
務
時
間
を
工
夫
で
き

た
、
④
読
者
調
査
は
必
ず
し
も
業
務
命
令
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
、

と
し
て
「
不
支
給
決
定
」
を
行
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
の
労
災
認
定
新
基
準
を
受
け
て
、
①
深
夜
労
働

が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
、
②
発
症
六
ヶ
丹
前
の
時
間
外
労
働
時
間

が
月
平
均
八
三
時
問
四
八
分
に
の
ぼ
り
、
新
基
準
の
月
八
○
時
間
を

超
え
て
い
る
、
こ
と
か
ら
右
決
定
を
翻
し
、
平
成
一
四
年
五
月
一
五

日
に
労
災
認
定
を
行
い
、
補
償
金
給
付
決
定
を
な
し
た
。
平
成
＝
二

年
通
達
の
新
基
準
が
適
用
さ
れ
た
事
例
と
い
え
る
。

　
な
お
、
こ
の
認
定
に
よ
り
再
審
査
請
求
は
取
り
下
げ
る
方
向
と

な
っ
た
が
、
会
社
側
を
相
手
取
っ
た
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
よ
る
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
は
な
お
係
争
中
で
あ
る
（
平
成
一
五
年
一
月
一
六

日
現
在
）
。
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